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1 開会

2 議題

(1)これまでの主な議論の中間的な状況の整理等について

(2)子宮環がん等ワクチン接種緊急促進事業における ｢ガー

ダシル㊤｣の取 り扱いについて

(3)不活化ポ リオワクチンの円滑な導入に向けた対応につい

て

(4)報告事項

･プレパ ンデ ミックワクチンの臨床研究について

･ワクチン産業 ビジ ョン推進委員会 混合ワクチン検討ワ

ーキンググルー プ 報告書について

･2011/ 12シーズンのインフルエンザ ワクチン株に

ついて

･B型肝炎集団訴訟における基本合意書の締結について

3 閉会
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資料 1-1

これまでの主な議論の中間的な状況の整理等について(莱)(概要)

○ 予防接種部会での､これまでの議論の主要な点を中心に､途中経過として､中間的に整理｡

○ 今後とも､国民的な理解と合意の下で､予防接種制度の適正な運営が図られるよう､関係者における検討が必要｡

○ 予防接種制度をめぐっては､

① 米国をはじめとする先進諸国と比べて､定期的に接種を行う疾病･ワクチンの種類が限られている
② 予防接種施策を総合的かつ恒常的に評価･検討する仕組みが導入されていない
など様々な課題や指摘がある｡

1 予防接種法の対象となる疾病 .ワクチンのあり方

(予防接種に対する基本的な考え方)

○ 予防接種は､疾病予防の重要な手段である一方､一定の副反応のリスクを不可避に伴うものであるため､常にその有効性と安全性
の両面から検討が必要｡そのリスクとベネフィットについて､正しい理解に基づき､国民的合意を得ていくことが必要｡

○ これまで､

･予防接種は､国民の健康を守るものであり､国の安全保障と同様の位置づけで考えるべき
･子どもの予防接種は次世代の国民の健康確保という意味合いがある
･ワクチンにより防ぐことができる疾病(VPD)は､可能な限り対象とできるようにするよう検討が必要

･副反応などのリスクが避けられないものである以上､予防接種の推進については､冷静な視点からの検討も必要
など様々な意見があった｡



(疾病･ワクチンの区分)

○ 現行の制度においても､集団予防及び個人予防いずれをも主目的にするものが含まれている｡このため､ワクチンにより防ぐことが

できる疾病(VPD)については､現行も､公衆衛生上の必要性等があれば､いずれかの区分に含まれうるものと考えられるが､疾病区分

の取り扱いについては､

･疾病の特性や接種の目的や効果等を総合的に踏まえると､努力義務等の公的関与に差異が生じることはあり得るもので､疾病区

分の存在には一定の合理性がある との意見や

･国民に理解しやすく､わかりやすい分類･体系となるよう､疾病区分をなくし､いずれかに一本化すべき

･努力義務の有無等で健康被害救済の給付水準に差をつけることの妥当性を整理した上で､疾病Jフクチンの区分を議論すべき
とする旨の意見があった｡

今後

･疾病やワクチンの特性等に応じ､公的関与に一定の差異が生ずることが適当かどうか

･仮に区分を設けないとした場合には､努力義務等の公的関与はいずれに一本化するのか

･仮に区分を要するとした場合､新たな疾病の区分の判断に当たって､当該予防接種で期待される主たる効果や目的等の

ほか､具体的にどのようなものをもって､区分の判断をすべきか

予防接種体系匡l

○ 現行の予防接種は､定期接種と臨時接種
一類疾病と二類疾病に区分｡接種について
の努力義務や勧奨といった公的関与に応じ
健康被害救済の給付水準が設定｡

○ 定期の一類は､いわゆる｢集団予防｣に比
重を置いたものとして､努力義務の下､接種
が行われる類型

○ 定期の二類は､その積み重ねにより社会
でのまん延防止に資するとしつつ､いわゆる
｢個人予防｣に比重を置いたものとして､努力
義務などの公的関与がない類型



(個別の疾病.ワクチンの評価)

○ 小委員会からは 医学的.科学的な観点のみからみると､検討中の7疾病.ワクチン(※)は､接種を促進していくことが望ましいワク
テンであると考えられるが､同時に､制度としての検討にあたつては､持続的に実施するため､どのように国民全体で支えるかといった

問題や､円滑な導入と安全かつ安定的な実施体制を確保することが前提とし､部会において､引き続き､検討を行うことが必要である旨
の報告があった○

※ Hib､小児肺炎球菌､HPV､水痘､おたふくかぜ､B型肝炎､成人肺炎球菌

○ 定期接種の対象となっている百日せき､ポリオについては､同小委員会報告書に示すそれぞれの課題について検討を行った上で､
対象ワクチンの見直し等実施方法の検討が求められる旨の報告があった○

I小委員会の報告の趣旨や､子宮現がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金事業の実施状況等も踏まえながら､費用の
あり方､疾病区分での位置づけ(公的関与の程度を含む)など､その前提となる制度のあり方や､円滑な導入等の体制などと合
わせて検討を要する○

(対象疾病の指定の迅速化等)

○ 現行の予防接種法では､予防接種の対象となる疾病(二類疾病)の見直しを行うには､その都度､法律改正が必要な仕組み○この
ため､新たなワクチンの開発等に応じ､機動的に対応できなくなるおそれがあり､迅速に指定等できるようにする必要がある旨の意見が
あった○

I法制的な面等からみて可能かどうかは検討が必要oまた､こうした疾病の評価は､評価.検討組織の重要な機能の一つともな
りうることから､評価.検討組織の位置づけ等と合わせた検討を要するo



2 予防接種事業の適正な実施の確保

(関係者の役割分担)

○ 予防接種に関係する者が､それぞれの役割を認識しつつ､連携･協力することが必要｡また､予防接種施策についての中長期的な

ビジョンを共有し､これに基づく役割分担や連携･協力を進める必要がある旨の意見があった｡

○ なお､副反応が生ずるリスク等も含め､国民に正しい知識を伝え､適切に判断いただく上で､報道関係者の役割も重要である旨の

意見もあった｡

中長期的視点からのビジョン等を検討していくことは､評価.検討組織における重要な機能の一つとなりうることから､評

【参考】現在の主要な役割関係

国民国

地方公共団体

医療関係者

ワクチン製造販売･流通業者

自らの健康確保に努めるとともに､予防接種について正しい知識を持ち､その理解の下に､自ら接種の適否
を判断

予防接種の安全性･有効性の向上､ワクチンの承認審査､安全かつ有効なワクチンの円滑供給や適切な情
報提供のための措置､その他予防接種制度の適正な運営の確保 など

地域における予防接種事業の実施､住民への情報提供その他予防接種の適正な実施 など

ワクチンの適正な使用､ワクチンの安全性や有効性に関する情報の収集と提供その他予防接種の適正な
実施に必要な協力 など

安全かつ有効なワクチンの安定的かつ適切な開発供給､安全性や有効性の向上への寄与やその情報の
収集提供 など

※今後さらに議論を要する

4



(副反応報告･健康被害への対応)
○ 現行の予防接種(定期接種)での副反応報告は､予防接種制度と薬事制度に基づく報告により実施しているが､新型インフルエンザ

(A/HINl)ワクチン接種事業や子宮頚がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金事業の際に行われた対応も踏まえつつ､これらが
統一的に報告が行われるような運用改善を検討することが必要との意見があった｡

○ 副反応に係る情報は､ワクチンの品質改善等にも役立てていけるようにする必要がある､通常報告されるのは稀に生じる重篤な副

反応に限られるが､軽中等度の副反応も把握する必要がある､一般からも報告を受けるようにすべきといった意見があった｡

○ 健康被害に係る情報については､国民に速やかに情報提供を行うことが必要｡報道関係者も含め､情報の受け手に､副反応につ
いて､冷静かつ正しい理解をいただくためには､個人情報に配慮しつつも可能な限り情報を開示していくことが必要との意見があった｡

○ 現在､健康被害救済の認定については､疾病･障害認定審査会において行われているところであるが､その迅速な審査対応を確保
しつつ､医学的観点から予防接種と健康被害との因果関係の検証が十分行えるよう､知見の集積が重要との意見があった｡

現在の子宮頚がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金事業等での課題等も踏まえつつ､今後は､
･具体的な報告の内容や方法 (既対象疾病など報告実績の集積等に応じて報告の取り扱いに差を設けるか等)
･評価の方法や､総合的な評価体制のあり方 (サーベイランスとの連携等を含む)
･国民や関係者-の情報提供の方法.具体的に改善すべき点 (ワクチンの品質向上等にも結びつけていく観点も含めた情
報提供や情報活用のあり方など)



(接種方法など)

○ これまでの経緯等も踏まえ､接種方法は個別接種を基本としつつ､接種率向上などの観点から､集団接種の実施について､その要
否や方法､課題など､引き続き､検討する必要があるとの意見があった｡

○ ただし､予防接種は､被接種者(保護者)の自己決定により判断することが原則であり､集団接種の場合であっても､強制的な義務
を課すものではないことに留意する必要があるとの意見や､集団接種については､こうした予防接種の性格や位置づけ､経緯などか
らみて､慎重な議論が必要とする意見もあった｡

○ 今後､同時接種や混合ワクチンの導入とその臨床的･疫学的評価等についての検討を進めることが必要であるとの意見があった｡

評価･検討組織における議論の一つとなり得るものであり､今後とも､議論を要する｡

(記録の取り扱い)

○ 現在は､母子健康手帳等の活用や､予防接種制度上､市町村において接種記録を整備することとされているが､未接種者の把握
や､接種履歴の記録管理を適切に実施する方策について検討が必要とする旨の意見や､予防接種に対する公的関与との関係等も
踏まえ､その必要性や妥当性も含め､慎重な検討を要するとする旨の意見もあった｡

現行の記録の取り扱い上､そもそも具体的にどういうニーズや課題が存在し､どういう改善等が必要なのかといった点に

3.予防接種に関する情報提供のあり方

○ 予防接種については､その有効性･安全性とリスクの双方について､国民一人ひとりが正しい知識を持ち､その理解の上で､接種の
判断を自ら適切に行っていただくことが必要｡このため､国においては､正確なデータの積極的な収集と発信を行っていくことが必要｡

また､国民の正しい理解に資するよう､関係者との連携･協力により､例えば､育児雑誌やインターネット､教育等を通じて広く情報
提供されていくことが必要である旨の意見があった｡

○ また､現在､法の対象でない疾病･ワクチン(いわゆる｢任意接種｣)については､国民に､接種を要しないものとの誤解が生じない
よう､その意義の周知等が必要ではないかとする旨の意見もあった0

○ なお､健康被害に関する国民への情報提供においては､報道関係者も､国民が適切に判断するための情報を十分に提供する重要
な役割や機能を担っている旨の意見があった｡

○ 接種の有効性や安全性についての説明内容が不十分な場合もあるとの指摘もあり､今後､医療関係者も含めた共通認識の醸成や
最新の知見習得等についても､検討が必要との意見があった｡

今後､これらを踏まえ､具体的な対応の内容について検討をすることが必要｡



4.接種費用の負担のあり方

(現在の制度の考え方など)

○ 現在の予防接種制度(定期接種)の費用負担については､接種そのものを強制的に義務づけておらず､かつ､個人の受益的要素
が相当程度あること等から､個人からの実費徴収を可能とし､低所得者(負担困難な方)については､こうした理由で接種機会が奪わ
れないよう､実費負担とせず公費で負担する仕組みo

(なお､現状においては､個人からの実費徴収分を多くの市町村が独自に措置している状況がある)

○ また､制度上､低所得者以外の方については､実費徴収することが｢できる｣ものとし､予防接種事業を行う市町村において､地域

(負担のあり方を考える上での前提)
○ 疾病追加等を含め､何らかの拡充等を行おうとする場合には､それを持続的な制度とする観点からも､｢財政運営戦略(平成22年6

月22日間議決定)｣にある原則により､費用増加に見合った恒久財源を確保することが求められており､制度を考える上での前提o

○ 現在､検討中の7疾病.ワクチンについて､総接種費用を単純試算すると､年間およそ二千数百億円(想定される標準年齢層のみ
の場合)～五千数百億円程度(導入初期にその周辺年齢層も含む場合)の規模oこうした規模に及ぶものを､どのような形で国民全体
で公平かつ持続的に支えていくかについて､財政上の原則､さらに本年6月30日に成案を得た｢社会保障.税一体改革成案｣に盛り込

① 個人からの実費徴収(受益者負担)の位置づけをどのように考えるべきか(予防接種における個人の役割や位置づけを
どのように考えるべきか､その上で､費用負担において個人の受益的な要素をどのように考えるべきか､など)

② 国と地方の役割関係をどのように考えるべきか
といった点について､定期予防接種の事務の性格や位置づけ､地方分権の方向性,経緯等も踏まえつつ､今後とも､国民的

○ 予防接種の費用のあり方については､現行のような低所得以外の受益者から一定の負担を求めて制度を支えていくことにも合理
的な側面があるとの考え方もあるが､自治体や被接種者の経済状態による差が生じないようにするため公費で負担すべき等とする
旨の意見が多くあった｡

○ なお､費用における国と地方の役割関係については､被接種者からみると､国･地方いずれであっても同じであり､その議論に
ついては､この部会での議論にはなじまないのではないかとする旨の意見もあった｡

○ また､現行の自治事務としての位置づけや地方分権の経緯などを前提として考えることが必要ではないか､現行の国と地方の
関係を根本から見直すのであれば､現在､定期接種が自治事務として位置づけられていることの是非に遡った議論が必要ではない
かとする旨の意見もあった｡

○ このほか､予防接種に公的医療保険を適用することを検討してはどうかという意見もあった｡



(海外とのワクチン価格との関係)

○ 我が国のワクチン価格は､諸外国よりも高価であるとの指摘もあり､可能な対応等について考えていく必要がある旨の意見もあったo

◆ 価格への対応は慎重な議論を要するが､実情の把握なども行いながら､評価.検討組織の検討機能等と合わせて､中長期的な課題として考えていく必要がある○

5.予防接種に関する評価･検討組織のあり方

○ 現在､我が国においては､予防接種施策全般について､恒常的に議論を行う仕組みがない状況｡諸外国においては､例えば､米国
におけるACIP等のように､予防接種施策について､総合的･恒常的に評価･検討を行う組織が設けられ､政府に対して､必要な助言t勧
告等を行う仕組みがある｡

○ これは､予防接種制度の適正な運営を確保していく上で極めて重要な機能であり､今後､我が国の予防接種制度における位置づけ
等を検討していくことが必要｡

○ 評価･検討組織は､常設･定期的な開催とし､その内容が施策に反映されるよう､予防接種施策に係る厚生労働大臣の責任の下で

一体的に対応できるものとしていくことが必要ではないかとの意見があった｡ その際､例えば､厚生科学審議会感染症分科会予防接
種部会を発展的に充実させることなども考えられる旨の意見があった0

○ これまでの議論を踏まえると､評価.検討組織の具体的な機能としては､
･予防接種に関する中長期的なビジョンの検討(基本的な指針など)

･国際的な動向も含め､予防接種の対象となる疾病.ワクチン､接種対象者の範囲の評価
･副反応の状況､有効性などを含めた予防接種施策の実施状況の評価
･ワクチンの研究開発.基盤整備のあり方などの検討

･その他予防接種の適正な実施の確保に関することの検討や必要な意見具申
などに関することが挙げられるo

○ こうした機能を有する組織を念頭に､引き続き､その具体的な内容や位置付け､それをサポートする体制としてワ-キン



6.ワクチンの研究開発の促進と生産基盤の確保のあり方

○ 現在､ワクチン産業ビジョン推進委員会で検討が行われているが､今後､総合的に検討を行い､その結果を施策に繋げることが重
要であるとの意見があった｡

○ 研究開発の進捗状況等を､評価･検討組織においても､総合的視点から議論等を行うとともに､国としての研究開発に対する優先順

位等を示すことにより､研究者やワクチン製造業者における研究開発等の推進につなげていくことが必要であるとの意見があった｡

評価･検討組織における役割の一つとなり得るものであり､より安全かつ有効で効率的なワクチンの開発を進める観点から､
ワクチン産業ビジョン推進委員会との関係を含め､今後の中長期的な課題として､議論していくことが必要｡

(サーベイランス体制の整備)
○ 接種効果を評価等するためには､対象となる疾病に関して､わが国における羅患状況や免疫の保有状況等に関する情報が必要｡

特に､肺炎球菌やヒトパピローマウイルスについては､そのタイプについての情報が必要であり､病原体に関する調査も実施する
ためのサーベイランスに係る体制の整備についても､検討が必要であるとする旨の意見があった｡

羅患状況の把握については､感染症法に基づく感染症対策としてのサーベイランスに関連し､また､免疫の保有状況につい
ては､現在､予算事業として局長通知に基づき実施されていることから､これらの実施主体となる地方衛生研究所の位置づけ

(サポート体制の充実)

○ 予防接種の適正な実施及び評価t検討にあたっては､必要な情報の収集･分析､ワクチンの品質確保のための国家検定､副反応
報告の迅速適切な処理等のためのサポート体制を整備することが必要｡このため､厚生労働省や国立感染症研究所などの関係機関
の体制の充実･整備も､併せて検討することが必要であるとの意見があった｡

評価･検討組織における役割などと合わせて､検討を要する｡



これまでの主な議論の中間的な状況の整理等について (莱)

平成23年〇月00日

lIはじめに l

O 平成22年 2月19日の ｢予防接種制度の見直しについて (第一次提言)｣

以降､｢Ⅲ.議論が必要と考えられる事項｣に挙げた事項を中心に､有識者

からの意見聴取等も含め､これまで､〇回にわたり議論を実施してきた｡

○ 今般､部会でのこれまでの議論の主要な点を中心に､その議論の状況や今

後の検討における課題等を中間的に整理した｡

○ なお､記載のほかにも､これまでの議論の過程においては､数多くの様々

な意見等が述べられたところであり､今後とも､国民的な理解と合意の下で､

予防接種制度の適正な運営が図られるよう､関係者における検討を行ってい

く必要がある｡

<参考> 第一次提言 (平成22年 2月19日)において議論が必要とされた事項

1.予防接種法の対象となる疾病.ワクチンのあり方

2.予防接種事業の適正な実施の確保

3.予防接種に関する情報提供のあり方

4.接種費用の負担のあり方

5.予防接種に関する評価 ･検討組織のあり方

6.ワクチンの研究開発の促進と生産基盤の確保のあり方

Ⅱ 主な議論の状況など

(現状など)

○ 予防接種は､感染症の発生及びまん延を防止し､国民の健康の保持増進な

ど公衆衛生の向上を図る上での重要な手段の一つであるが､我が国において

は､副反応の問題などを背景にし､予防接種の公的な推進について慎重な対
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応が求められてきた経緯がある｡

○ しかしながら､予防接種制度をめぐっては､主として､例えば､

･ 米国をはじめとする先進諸国と比べて､定期的に接種を行う疾病 .ワク

チンの種類が限られていることや､

･ 予防接種施策を総合的かつ恒常的に評価 ･検討する仕組みが導入されて

おらず､目指すべき方向性など､施策の一貫性や継続性が確保されにく

くなっている

など様々な課題や指摘がある｡

1 予防接種法の対象となる疾病 ･ワクチンのあり方

(予防接種に対する基本的な考え方)

○ 予防接種は､ワクチンにより防ぐことができる疾病 (VPD)の羅患者やそ

れによる重症化や死亡リスクの低減を図ることができる重要な手段である

一方､避けることのできない一定の副反応のリスクを伴うという性質を有し

ている｡

○ また､公的予防接種は､国民の生命､健康を感染症から守るため､行政が

公権力を行使するとともに､一定の公費をもって公的にワクチン接種を進め

るものであり､いわば社会防衛的な性格がある｡

○ このため､予防接種としてどの範囲の疾病 ･ワクチンを､誰を対象として

実施するのかを検討するにあたっては､常にその有効性と安全性の両面から

検討を行うとともに､予防接種のリスクとベネフィットの双方について､正

しい理解に基づき､国民的な合意を得ていくことが必要である｡

○ なお､これまでのところ､予防接種の目的等については､

･ 予防接種は､国民の健康を守るものであり､こうした機能や役割等を踏

まえると､国の安全保障と同様の位置づけで考えるべきではないか

･ 子どもの予防接種は､次世代の国民の健康確保という意味合いがあるの

ではないか

･ ワクチンにより防ぐことができる疾病 (VPD)は可能な限り対象とできる

ようにするよう検討が必要ではないか

･ 副反応等のリスクが避けられず､公権力の行使である以上､予防接種の
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推進については､冷静な視点からの検討が必要ではないか

など､様々な意見があった｡

(疾病 ･ワクチンの区分)

○ 現在､予防接種法に基づき実施する予防接種は､定期接種と臨時接種､一

類疾病と二類疾病に区分されているOまた､予防接種を受ける国民への努力

義務や接種の勧奨という公的関与の程度に応じて健康被害救済の給付水準

等が設定されている｡

○ 具体的には､定期の一類疾病については､いわゆる ｢集団予防｣(社会防

衛)に比重を置いた予防接種として､努力義務や勧奨といった公的関与の下

で､接種が行われる類型となっているが､定期の二類疾病については､その

積み重ねにより社会でのまん延を防止し､いわゆる ｢個人予防｣に比重を置

いたものとして､努力義務などの公的関与がない類型となっている0

○ 現行の制度においても､集団予防及び個人予防いずれをも主目的にするも

のが含まれていることから､ワクチンにより防ぐことができる疾病 (VPD)

については､現行制度においても､公衆衛生上の必要性等があれば､おおむ

ね､いずれかの区分には含まれうるものと考えられるが､こうした疾病区分

の取り扱いについては､

･ 疾病の特性や接種の目的と効果などを総合的に踏まえると､接種につい

て努力義務等の公的関与に差異が生じることはあり得るものであり､こ

うした現行のような疾病区分の存在には一定の合理性があるのではない

か

･ 国民に理解しやすく､わかりやすい分類 t体系となるよう､疾病区分を

なくし､いずれかに一本化すべきではないか

･ 努力義務の有無や大きさで健康被害救済の給付水準に差をつけること

が妥当かどうかを整理した上で､疾病 ･ワクチンの区分について議論す

べき

とする旨の意見もあった｡

○ 疾病の区分のあり方については､努力義務などの接種に対する公的関与

の程度のあり方についての国民的な理解等も踏まえつつ､

･ 疾病やワクチンの特性等に応じ､公的関与に一定の差異が生ずることが

適当かどうか
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･ 仮に区分を設けないとした場合には､努力義務等の公的関与はいずれ

に一本化するのか

･ 仮に区分を要するとした場合において､将来における新たな疾病への対

応として､疾病の区分の判断をするに当たっては､当該予防接種で期待

される主たる効果や目的等のほか､具体的にどのような要素等を考慮し

て､区分の判断をすべきか

などの点についての検討が必要である｡

(個別の疾病 ･ワクチンの評価)

○ 定期接種の対象となる疾病 ･ワクチンは､昨今の新たなワクチンの開発状

況等も踏まえ､予防接種の実施について､適切に評価を行う必要があるo

O このため､平成22年 10月から､ワクチン評価に関する小委員会を設置

して､7つの疾病 ･ワクチン (Hlb､肺炎球菌 (小児)､HPV､水痘､おたふ

くかぜ､B型肝炎､肺炎球菌 (成人))について検討を行った｡

○ 小委員会からは､医学的 ･科学的な観点のみからみると､この7疾病 ･ワ

クチンは､接種を促進していくことが望ましいワクチンであると考えられる

が､同時に､医学的 ･科学的な視点だけではなく､制度を継続的に実施する

ために必要な費用をどのように国民全休で支えるかといった問題などのほ

か､円滑な導入と安全かつ安定的な実施体制を確保することがその前提とな

ること等から､各疾病に対する公的関与の程度等も含め､部会において､引

き続き､検討を行うことが必要である旨の報告があった｡

○ また､小委員会からは､定期接種の対象となっている百日せき､ポリオに

ついても､報告書に示すそれぞれの課題について検討を行った上で､対象ワ

クチンの見直し等実施方法の検討が求められる旨の報告があった｡

○ 今後､小委員会の報告の趣旨や､子宮頚がん等ワクチン接種緊急促進臨時

特例交付金事業の実施状況等も踏まえながら､費用のあり方､疾病区分での

位置づけ (公的関与の程度を含む)など､その前提となる制度のあり方や､

円滑な導入等の体制などと合わせて､国民的な合意が得られるよう､検討を

要する｡

( -… ■ 対象疾病の指定の迅速化等)
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○ 現行の予防接種法では､一類疾病については政令で定めることが可能とな

っているが､二類疾病についてはこのような規定がなく､予防接種の対象と

なる疾病の見直しを行うには､その都度､法律改正が必要な仕組みとなって

いる｡国民の健康を守るためには､感染症の発生動向や新たなワクチンの開

発や知見の集積などに応じて､機動的に対応できるようにする必要があるこ

とから､例えば､二類疾病についても､一類疾病と同様に､迅速に指定等で

きるようにする必要があるのではないかとする旨の意見があった｡

○ 公的接種の実施に当たっては､相当規模の財源を要することや､実施主体

である市町村等の地方自治体における実施体制の整備なども必要となるこ

となどから､法制的な面等からみて可能かどうかも含め､引き続き､検討が

必要である｡また､こうした疾病の評価は､評価 ･検討組織の重要な機能の

一つともなりうることから､評価 .検討組織の位置づけ等と合わせて検討が

必要である｡

2･予防接種事業の適正な実施の確保

(関係者の役割分担)

○ 予防接種事業に関係する行政機関､医療関係者､ワクチン製造販売 ･涜通

業者等が､それぞれの役割を認識しつつ､連携 ･協力することが必要である

が､今後､予防接種施策についての中長期的なビジョンを共有していくこと

も必要であり､こうしたビジョンに基づく役割分担や連携 ･協力について議

論を進める必要がある旨の意見があった｡

○ なお､予防接種においては､副反応が生ずるリスク等も含め､国民に正し

い知識を伝え､適切に判断いただく上で､報道関係者の役割も重要である旨

の意見もあった｡

○ 中長期的視点からのビジョン等を検討していくことは､評価 ･検討組織に

おける重要な機能の一つとなりうることから､評価.検討組織のあり方とも

合わせて検討が必要である｡



【参考】現在の主要な役割関係

予防接種の主な関係者 想定される主な役割や関係など

国民 自らの健康確保に努めるとともに､予防接種について正しい知識

を持ち､その理解の下に､自ら接種の適否を判断

国 予防接種の安全性 .有効性の向上､ワクチンの承認審査､安全か

つ有効なワクチンの円滑供給や適切な情報提供のための措置その他

制度の適正な運営の確保など

地方公共団体 地域における予防接種事業の実施､住民への情報提供その他予防

接種の適正な実施など

医療関係者 ワクチンの適正な使用､ワクチンの安全性や有効性に関する情報

の収集と提供その他予防接種の適正な実施に必要な協力など

ワクチン製造販売 安全かつ有効なワクチンの安定的かつ適切な開発供給､安全性や

※ 今後さらに議論を要する｡

(副反応報告 ･健康被害への対応)

○ 現行の予防接種 (定期接種)による副反応については､予防接種制度にお

ける副反応報告等と薬事法に基づく副作用報告があり両方に報告すること

は煩雑であるとの指摘がある｡また､健康被害の発生を最小限に抑制するた

めに､行政機関､医療関係者､ワクチン製造販売 ･流通業者､研究者等の関

係者が､健康被害の発生状況を適切に報告､把握､分析し､適切な対応をと

ることができるようにしておくことが必要であるとの指摘もあった｡

○ また､こうした指摘等に対応するため､新型インフルエンザ (A/HIM)ワ

クチン接種事業や､子宮頚がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金事業

の際に行われた対応も踏まえつつ､予防接種制度における報告と薬事制度に

おける報告が統一的に行えるような運用改善等を検討することが必要では

ないかとする旨の意見があった｡

○ 副反応や健康被害の防止には､ワクチンの品質確保が非常に重要であり､

副反応に係る情報は､ワクチンの品質改善等にも役立てていけるようにする

必要があると℡烹JIqLも患った.通常報告されるのは稀に生じる重篤な副反応
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に限られるが､軽中等度の副反応をも把握する必要がある｡また､副反応の

モニタリングやワクチンの品質改善等に役立てるため､一般からも報告を受

けるようにすべきとの意見があった｡

○ 健康被害に係る情報については､国民に速やかに情報提供を行うことが必

要であり､報道関係者も含めた情報の受け手に､副反応について､冷静かつ

正しい理解をいただくためには､個人情報に配慮しつつも可能な限り情報を

開示していくことが必要であるとの意見があった｡

○ また､現在､健康被害救済の認定については､疾病 ･障害認定審査会感染

症 ･予防接種審査分科会において行われているところであるが､健康被害救

済の認定においては､その迅速な審査対応を確保しつつも､医学的観点から

予防接種と健康被害との因果関係について検証を十分に行えるよう､知見を

集積することが重要であるとする旨の意見があった｡

○ 現在の子宮頚がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金事業等におけ

る報告の実施状況やその中で現れた課題等も踏まえつつ､今後は､

具体的な報告の内容や方法 (既対象疾病など報告実績の集積等に応じ

て報告の取り扱いに差を設けるか等)

評価の方法や､総合的な評価体制のあり方 (サーベイランスとの連携

等を含む)

･ 国民や関係者への情報提供の方法 ･具体的に改善すべき点 (ワクチン

の品質向上等にも結びつけていく観点も含めた情報提供や情報活用の

あり方など)

など､評価 ･検討組織との関係も含め､具体的な事務の内容等を中心とした

検討をしていく必要がある｡

(接種方法など)

○ 現在の予防接種が集団接種から個別接種に変更した経緯等も踏まえ､接種

方法は個別接種を基本としつつ､接種率の向上等の観点や接種の緊急性から､

必要に応じた集団接種の実施について､その要否や方法､課題などについて

引き続き検討する必要があるとの意見があった｡ただし､予防接種は､被接

種者 (保護者)の自己決定により判断することが原則であり､集団接種の場

合であっても､強制的な義務を課すものではないことに留意する必要がある

との意見や､集団接種については､こうした予防接種の性格や位置づけ､経
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緯などからみて､慎重な議論が必要とする意見もあった｡

○ また､定期の予防接種の対象となる疾病 ･ワクチンの取り扱いに応じ､乳

幼児期における接種回数が増加する場合があること等から､今後､同時接種

や混合ワクチンの導入とその臨床的･疫学的評価等についての検討を進める

ことが必要であるとの意見があった｡

○ 評価 ･検討組織における議論の一つとなり得るものであり､今後とも､

議論が必要である｡

(接種記録の取り扱い)

○ 現在は､母子健康手帳等を活用し､被接種者本人や保護者が接種歴を確

認できるようにするとともに､予防接種制度上､市町村において接種記録を

整備することとされているが､今後､未接種者の把握や､接種履歴の記録管

理を適切に実施する方策について検討が必要ではないかとする旨の意見が

あった｡一方で､予防接種に対する公的関与との関係等も踏まえ､その必要

性や妥当性も含め､慎重な検討を要するとする旨の意見もあった｡

○ 現行の記録の扱い上､そもそも具体的にどういうニーズや課題が存在し､

どういう改善等が必要なのかといった点について､実情や具体的なニーズ､

費用対効果なども踏まえつつ､必要な対応を検討していく必要がある｡

3.予防接種に関する情報提供のあり方

○ 予防接種については､感染症予防の有力な方法である一方､稀ながら重

篤な副反応が生ずることが不可避な性格を有するものであり､予防接種につ

いて､国民一人ひとりが正しい知識を持ち､その理解の上で､接種の判断を

自ら行うことが必要である｡

○ このため､国においては､こうした予防接種の意義やリスク､健康被害

の発生状況等については､それぞれ一体的なものとして､正確なデータを収

集し､積極的に発信していくことが必要である｡また､こうした情報等につ

いて国民の正しい理解に資するよう､予防接種関係者､学校関係者その他の
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関係機関との連携 .協力により､例えば､育児雑誌やインターネット､教育

等を通じて広く情報提供され､国民的な共通認識を醸成していくことが必要

である旨の意見があった｡

○ また､現在､予防接種法の対象外の疾病 ･ワクチン (いわゆる ｢任意接

種｣)については､国民に､接種を要しないものとの誤解が生じないよう､

その意義の周知等が必要ではないかとする旨の意見もあった｡

○ なお､予防接種による健康被害に関する国民への情報提供においては､1報

道関係者も､国民が適切に判断するための情報を十分に提供する重要な役割

や機能を担っている旨の意見があった｡

○ 加えて､予防接種を実施する医療従事者によって､被接種者及びその保護

者への予防接種の有効性や安全性についての説明内容が不十分な場合もあ

るとの指摘もあり､今後､医療関係者も含めた共通認識の醸成や予防接種に

関する最新の知見習得等についても､検討が必要との意見があった｡

○ 今後､これらを踏まえ､具体的な対応の内容について検討をすることが必

要である｡

4.接種費用の負担のあり方

(現在の制度の考え方など)

○ 現在の予防接種制度 (定期接種)の費用負担については､接種そのものを

強制的に義務づけておらず､かつ､個人の受益的要素が相当程度あること等

から､個人からの実費徴収を可能とするが､低所得者 (負担困難な方)につ

いては､こうした理由で接種機会が奪われないよう､実費負担とせず公費で

負担する仕組みとなっている｡

(なお､現状においては､個人からの実費徴収分を多くの市町村が独自に

措置している状況がある)

○ また､制度上､低所得者以外については､実費徴収することが ｢できる｣

ものとし､予防接種事業を行う市町村において､地域の実情等も踏まえなが

ら､実費の取り扱いについて､判断も可能とする仕組みとなっている｡
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(負担のあり方を考える上での前提)

○ 定期接種の費用負担の議論においては､疾病追加を含め､何らかの拡充等

を行おうとする場合には､それを将来にわたって持続的な制度とする観点か

らも､｢財政運営戦略 (平成 22年6月 22日閣議決定)｣にある原則により､

必要な費用増加に見合った恒久的な財源を確保することが求められており､

このことは､こうした制度を考える上での前提となる｡

○ 現在､検討中である7疾病のワクチンについて､接種率を100%と仮定

して総費用を単純試算すると､年間およそ二千数百億円 (想定される標準年

齢層のみの場合)～五千数百億円程度 (導入初期にその周辺年齢層も含む場

合)の規模となるが丁｡

○ こうした規模に及ぶものをどのような形で国民全体で公平かつ将来にわた

って持続的に支えていくかについて､上記のような財政上の原則､さらに本

年6月30日に成案を得た｢社会保障･税一体改革成案｣に盛り込まれた｢Ⅱ
医療 ･介護等｣の ｢予防対策の強化｣の取組等も踏まえつつを､引き続き､

考えていく必要がある｡その際､

･ 受益者個人からの実費徴収 (受益者負担)の位置づけをどのように考え

るべきか (予防接種における個人の役割や位置づけをどのように考えるべ

きか､その上で､費用負担において個人の受益的な要素をどのように考え

るべきか､など)

という点を踏まえつつ､

･ 国と地方の役割関係をどのように考えるべきか

といった点について､定期予防接種の事務の性格や位置づけ､地方分権

の方向性 ･経緯等も踏まえながら､今後とも､国民的な合意が得られる

よう､考えていく必要がある｡

(今後の負担のあり方)

○ 費用のあり方については､憩無蓋などが生じないようにするため公崇で真

空すべき等とする旨の意見が,あるが､現行のような低所得者以外の受益者か

ら一定の負担を求めて制度を支えていくことにも合理的な側面があるとの

考え方もあるがJ+､自治体や被接種者の経済状態による差が生じないように

するため公責で負担すべき等とする旨の意見が多くあった｡引き無さ､崇丑
ト′71l百日Il生土ワ水士言一｢一r j乙rFt:士卒 壬誌 生IIF#プヒl吉日i Jゝ J+･7与/,＼3TT.I,ヽ.1-1立並(-lil+_′､
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○ なお､費用における国と地方の役割関係については､被接種者からみると､

国 ･地方いずれであっても同じであり､その議論については､この部会での

議論にはなじまないのではないかとする旨の意見もあった｡

○ また､現在の費用負担の考え方は､現行の自治事務としての位置づけや地

方分権の経緯などを前提として現在の形となっており､これを前提として考

えることが必要ではないかといった意見や､仮に､こうした国と地方の関係

を根本から見直すのであれば､現在､定期接種が自治事務として位置づけら

れていること等の是非に遡った議論が必要ではないかとする旨の意見もあ

った｡

○ このほか､予防接種に公的医療保険を適用することを検討してはどうかと

いう意見もあった｡

(海外とのワクチン価格との関係)

○ なお､我が国におけるワクチンの価格は､既に公的接種が行われている諸

外国よりも高価であるとの指摘もあり､可能な限り適切な対応等について考

えていく必要があるのではないかとする旨の意見もあった｡

○ 価格への対応は慎重な議論を要するが､実情の把握なども行いながら､評

価 ･検討組織の検討機能等と合わせて､中長期的な課題として考えていく必

要がある｡

5.予防接種に関する評価 ･検討組織のあり方

○ 現在､我が国においては､予防接種施策全般について､恒常的に議論を行

う仕組みがない状況にあるが､諸外国においては､例えば､米国における

AClP(AdvisoryCommitteeonlmrnunizationPractlCeS)等のように､各国

の制度において､それぞれ､予防接種施策について､総合的･恒常的に評価 ･

検討を行う組織が設けられ､政府に対して､必要な助言 ･勧告等を行う仕組

みが設けられている｡

○ これは､予防接種制度の適正な運営を確保していく上で極めて重要な機能

であり､今後､我が国の予防接種制度における位置づけ等を検討していく必
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要がある｡

○ 評価 ･検討組織は､常設 ･定期的な開催とし､その検討された内容が施策

に反映されるよう､予防接種施策に係る厚生労働大臣の行政責任の下で一

体的に対応できるものとしていくことが必要ではないかとの意見があった｡

なお､その際､例えば､厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会を発

展的に充実させることなども考えられる旨の意見があった｡

○ これまでの議論を踏まえると､評価 .検討組織の具体的な機能としては､

･ 予防接種に関する中長期的なビジョンの検討 (基本的な指針など)

･ 国際的な動向も含め､公的予防接種 (定期､臨時)の対象となる疾病 ･

ワクチン､接種対象者の範囲の評価

･ 副反応の状況､有効性などを含めた予防接種施策の実施状況の評価

･ ワクチンの研究開発 ･基盤整備のあり方等の検討

･ その他予防接種の適正な実施の確保に関することの検討や意見具申

などに関することが主要なものとして挙げられる｡

○ こうした機能を有する組織を念頭に､引き続き､その具体的な内容や位置

付け､それをサポー トする体制としてワーキンググループを設置することな

どについて､具体的な検討を深めていくことが必要である｡

6.ワクチンの研究開発の促進と生産基盤の確保のあり方

○ 現在､ワクチン産業ビジョン推進委員会で検討が行われているが､今後と

も､総合的に継続して検討を行い､その結果を施策に繋げていくことが重要

であるとの意見があった｡

○ 研究開発の進捗状況等を､評価 ･検討組織においても､総合的視点から議

論等を行うとともに､国としての研究開発に対する優先順位等を示すことに

より､研究者やワクチン製造業者における研究開発等の推進につなげていく

ことが必要であるとの意見があった｡

○ 評価 ･検討組織における役割の一つとなり得るものであり､より安全かつ

有効で効率的なワクチンの開発を進める観点から､ワクチン産業ビジョン推

進委員会との関係を含め､今後の中長期的な課題として､議論していくこと
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が必要である0

7.その他

(サーベイランス体制の整備)

○ 定期の予防接種のワクチンの効果を評価等するためには､対象となる疾病

に関するわが国における羅患状況や免疫の保有状況等に関する情報が必要

である｡また､現在検討中の疾病 ･ワクチンのうち､特に､肺炎球菌やヒト

パピローマウイルスについては､そのタイプについての情報が必要なことか

ら､病原体に関する調査も実施するためのサーベイランスに係る体制の整備

についても､予防接種制度での位置づけと併せて､検討が必要であるとする

旨の意見があった｡

○ このことは､罷患状況の把握については､感染症法に基づく感染症対策と

してのサーベイランスに関連上すミニとから､また､免疫の保有状況l羊?_LI

ては､現在､予算事業として局長通知に基づき実施されていることから､こ

れらの実施主体となる地方衛生研究所の位置づけとともに､実施方法の工夫

を含め､評価 ･検討組織における機能などと合わせて､検討をしていくこと

が必要である｡

(サポー ト体制の充実)

○ 予防接種の適正な実施及び評価 ･検討を行うにあたっては､必要な情報の

収集 ･分析､ワクチンの品質確保のための国家検定､副反応報告の迅速適切

な処理等のためのサポー ト体制を整備することが必要であり､厚生労働省本

省や国立感染症研究所などの関係捷関野無機,郡司等の体制の充実 ･壷債も､併

せて検討することが必要であるとの意見があった｡

○ 評価 ･検討組織における役割などと合わせて､検討をしていくことが必要

である｡
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参 考 剤 叫

社会保障･税一体改革成案

lM .芸 慧 諾 ㌫ 帖 ]

ほしめ!三

社会保障と税の一体改革については､平成 22年 10月に政府.与党社会保障改

革検討本部を設置し､以来､同年 11月から12月にかけて社会保障改革に関する

有識者検討会を開催､本年2月から6月にかけては社会保障改革に関する集中検

討会議を開催するなど､精力的に議論を進めてきた.また､この間､与党(民主党･

国民新党)においても､民主党社会保障と税の抜本改革調査会等において議論を

深め､報告の取りまとめ等を行ってきた｡

本成案は､｢社会保障改革の推進について｣(平成22年12月14日閣議決定)(別

紙1)に基づき､政府･与党におけるこれらの集中的な検討の成果をもとに､社会保

障と税の一体改革の具体的方向について取りまとめたものである.政府･与党に

おいては､本成案に基づき更に検討を進め､その具体化を図ることとする｡

この改革の実現のためには､立場を超えた幅広い議論の上に立った国民の理

解と協力が必要であり､本成案をもって野党各党に社会保障改革のための協議を

提案し､参加を呼び掛ける｡

本年3月11日に発生した東日本大震災は､我が国に未曽有の被害をもたらした｡

この国難を克服していくためには､単なる災害復旧にとどまらず､活力ある日本の

再生を視野に入れた復興のための施策を推進していく必要がある｡このため､被

災地.被災者に十分に配慮し､社会保障･税一体改革については､復興対策との両

立を図りつつ取り組むものとする｡この中で､未来志向の見地から､被災地を少子

高齢化が進む日本の先進的モデルとしていく｡



Ⅰ 社会保障改革の全体イ

1社会保障改革の基本的考え方 ～｢中規模･高機能な社会保障｣の実現を目指して

現行の社会保障制度の基本的枠組みが作られた1960年代以降今日まで､①非

正規雇用の増加等の雇用基盤の変化､②地域･家族のセーフティネット機能の減

退､③人口､とりわけ現役世代の顕著な減少､④高齢化に伴う社会保障に関わる

費用の急速な増大､⑤経済の低迷､デフレの長期化等厳しい経済･財政状況､⑥

企業のセーフティネット機能の減退､といった社会経済諸情勢の大きな変化が生じ

ている｡

これらを踏まえ､国民の自立を支え､安心して生活ができる社会基盤を整備する

という社会保障の原点に立ち返り､その本源的機能の復元と強化を図っていくこと

が求められている｡

社会保障改革を行うに当たっては､社会保障国民会議､安心社会実現会議以来

の様々な議論の積み重ねを尊重し､昨年 12月の社会保障改革に関する有識者検

討会報告で示された｢3つの理念｣(①参加保障､②普遍主義､③安心に基づく活

力)や｢5つの原則｣(①全世代対応､②未来への投資､③分権的･多元的供給体制､

④包括的支援､⑤負担の先送りをしない安定財源)を踏まえたものとしていくことが

重要である｡

まず､セーフティネットに生じたほころびや格差の拡大などに対応し､所得の再

分配機能の強化や家族関係の支出の拡大を通じて､全世代を通じた安心の確保

を図り､かつ､国民-人ひとりの安心感を高めていくOこのため､セーフティネット

から抜け落ちていた人を含め､すべての人が社会保障の受益者であることを実感

できるようにしていく｡制度が出産･子育てを含めた生き方や働き方に中立的で選

択できる社会､雇用などを通じて参加が保障される社会､子どもが家族や社会と関

わり良質な環境の中でしっかりと育つ社会を目指す｡

社会保障は国民が支え合いの仕組みに積極的に参加することで強固なものと

なっていくが､そのためには､サービスの不足､就職難､ワーキングプア､社会的

疎外､虐待などの国民が直面する現実の課題に立ち向かい､情報開示や必要な

効率化などの質の向上を図りつつ､より公平･公正で自助･共助.公助の最適なバ

ランスによって支えられる社会保障制度に改革をしていく｡支援を必要とする人の

立場に立った､包括的な支援体制を構築し､また､地域で尊厳を持って生きられる
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よう支える医療･介護が実現した社会を目指す｡

そして､より受益感覚が得られ､納得感のある社会保障の実現を目指し､国民皆

保険･皆年金を堅持した上で､給付と負担のバランスを前提として､それぞれ

OECD先進諸国の水準を踏まえた制度設計を行い､中規模･高機能な社会保障体

制を目指す｡

以上のような改革の基本的考え方にたち､必要な社会保障の機能強化を確実に

実施し､同時に社会保障全体の持続可能性の確保を図るため､以下の諸点に留意

しつつ､制度全般にわたる改革を行う｡

① 自助･共助･公助の最適バランスに留意し､個人の尊厳の保持､自立.自助

を国民相互の共助.連帯の仕組みを通じて支援していくことを基本に､格差･

貧困の拡大や社会的排除を回避し､国民一人一人がその能力を最大限発揮

し､積極的に社会に参加して｢居場所と出番｣を持ち､社会経済を支えていくこ

とのできる制度を構築する｡

② 必要な機能の充実と徹底した給付の重点化･制度運営の効率化を同時に行

い､真に必要な給付を確実に確保しつう負担の最適化を図り､国民の信頼に

応え得る高機能で中長期的に持続可能な制度を実現する｡

③ 給付･負担両面で､世代間のみならず世代内での公平を重視した改革を行

う｡

④ 社会保障･財政･経済の相互関係に留意し､社会保障改革と財政健全化の

同時達成､社会保障改革と経済成長との好循環を実現する｡

⑤ 国民の視点で､地方単独事業を含む社会保障給付の全体像を整理するとと

もに､地域や個人の多様なニーズに的確に対応できるよう､地方の現場にお

ける経験や創意を取り入れ､各種サービスのワンストップ化をはじめ制度の

簡素化や質の向上を推進する｡

2 改革の優先順位と個別分野における具体的改革の方向

(1)改革の優先順位

厚生労働省案に示す｢社会保障制度改革の基本的方向性｣(1.全世代対応

型･未来-の投資､ 2.参加保障･包括的支援(全ての人が参加できる社会)､

3.普遍主義､分権的･多元的なサービス供給体制､4.安心に基づく活力)を
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踏まえ､

① 子ども･子育て支援､若者雇用対策

② 医療･介護等のサービス改革

③ 年金改革

④ 制度横断的課題としての｢貧困･格差対策(重層的セーフティネット)｣｢低所得

者対策｣

についてまず優先的に取り組む｡

(2)個別分野における具体的改革

個別分野における具体的改革項目については､

① 5月23日及び30日に総理から示された｢安心｣3本柱､｢支え合い｣3本柱､

｢成長｣3本柱について､着実な実行を図る｡

② 負担と給付の関係が明確な社会保険(-共助･連帯)の枠組みの強化による

機能強化を基本とする｡

③ ①及び②を前提に､社会の分断･二極化､貧困･格差の再生産の防止の観

点から､社会保険制度において適用拡大や低所得者対策を実施するなどによ

り､セーフティネット機能の強化を図る｡

④ 世代間のみならず､世代内(特に高齢世代内)での公平の確保､所得再分

配機能の強化を図る観点から､給付.負担両面での見直しを行う｡

⑤ 医療･介護･保育等のサービス分野における多様な主体の参加､｢新しい公

共｣の創出など､成長に貢献し､地域に根ざすサービス提供体制の実現を図

る｡

といった点を基本に､必要な機能の充実と徹底した給付の重点化･制度運営の

効率化を同時に実施する｡

個別分野ごとの充実項目､重点化･効率化項目の内容及び改革の工程は､

別紙2｢社会保障改革の具体策､工程及び費用試算｣の欄 A～Cに示すとおりで

あり､各改革項目の記述に当たっては､可能な限り具体的な数値目標を示すと

ともに､成長戦略に関係の深い項目についてはその旨付記した｡

<個別分野における主な改革項目(充実/重点化･効率化)>

Ⅰ 子ども.子育て
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○ 子ども･子育て新システムの制度実施等に伴い､地域の実情に応じた保

育等の量的拡充や幼保一体化などの機能強化を図る｡

･待機児童の解消､質の高い学校教育.保育の実現､放課後児童クラブの

拡充､社会的養護の充実

･保育等への多様な事業主体の参入促進､既存施設の有効活用､実施体

制の一元化

Ⅱ 医療･介護等

○ 地域の実情に応じたサービスの提供体制の効率化･重点化と機能弓削ヒを

図る｡そのため､診療報酬.介護報酬の体系的見直しと基盤整備のための

一括的な法整備を才子う｡

･病院･病床機能の分化･強化と連携､地域間･診療科間の偏在の是正､予

防対策の強化､在宅医療の充実等､地域包括ケアシステムの構築･ケア

マネジメントの機能強化･居住系サービスの充実､施設のユニット化､重

点化に伴うマンパワーの増強

･平均在院日数の減少､外来受診の適正化､ICT活用による重複受診･重

複検査･過剰薬剤投与等の削減､介護予防･重度化予防

○ 保険者機能の強化を通じて､医療･介護保険制度のセーフティネット機能

の強化･給付の重点化などを図る｡

a)被用者保険の適用拡大と国保の財政基盤の安定化･強化.広域化

･短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大､市町村国保の財政運営

の都道府県単位化･財政基盤の強化

b)介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配

慮､保険給付の重点化

･1号保険料の低所得者保険料軽減強化

･介護納付金の総報酬割導入､重度化予防に効果のある給付への重点化

C)高度･長期医療への対応(セーフティネット機能の強化)と給付の重点化

･高額療養費の見直しによる負担軽減と､その規模に応じた受診時定額

負担等の併せた検討(病院.診療所の役割分担を踏まえた外来受診の適

正化も検討)｡ただし､受診時定額負担については低所得者に配慮｡

d)その他

･総合合算制度､低所得者対策･逆進性対策等の検討
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･後発医薬品の更なる使用促進､医薬品の患者負担の見直し､国保組合

の国庫補助の見直し

･高齢者医療制度の見直し(高齢世代･若年世代にとって公平で納得のい

く負担の仕組み､支援金の総報酬割導入､自己負担割合の見直しなど)

Ⅲ 年金

○ 国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め､｢新しい年金制度の創設｣

実現に取り組む｡

･所得比例年金(社会保険方式)､最低保障年金(税財源)

○ 年金改革の目指すべき方向性に沿って､現行制度の改善を図る｡

･最低保障機能の強化+高所得者の年金給付の見直し

･短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大､第3号被保険者制度の見

直し､在職老齢年金の見直し､産休期間中の保険料負担免除､被用者年

金の一元化

･マクロ経済スライド､支給開始年齢の引上げ､標準報酬上限の引上げな

どの検討

○ 業務運営の効率化を図る(業務運営及びシステムの改善)0

Ⅳ 就労促進

○ 全員参加型社会の実現のために､若者の安定的雇用の確保､女性の就業

率の M字カーブの解消､年齢にかかわりなく働き続けることができる社会

づくり､障害者の雇用促進に取り組む｡その際､地域の実情に応じ､関係機

関が連携し､就労促進施策を福祉､産業振興､教育施策などと総合的に実

施する｡

○ ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現を図る｡

○ 雇用保険･求職者支援制度の財源について､関係法の規定を踏まえ検討

する｡

Ⅴ Ⅰ～Ⅳ以外の充実､重点化･効率化

･サービス基盤の整備､医療イノベーションの推進､第2のセーフティネットの

構築､生活保護の見直し(就労･自立支援の充実､医療扶助等の適正化､不正

受給防止対策の徹底､関係機関の連携強化などの重点化･効率化)､総合的
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な障害者施策の充実(制度の谷間のない支援､地域移行･地域生活の支援)､

難病対策の検討､震災復興における新たな安心地域モデルの提示

･また､社会保障制度の持続可能性向上のためには､次世代を担う子ども.若

者の育成が肝要であり､上記の社会保障制度改革と併せて､雇用流動化に対

応して､手に職をつけ就業につなげるための教育環境整備や､教育の質と機

会均等を確保するための方策､特に生計困難でありながら好成績を修めた学

生等への支援の強化に取り組む｡

Ⅵ 地方単独事業

○ 以上の改革の方向も勘案し､地方自治体は､国費に関連する制度と相まっ

て､地域の実情に応じて､社会保障関係の地方単独事業を実施する｡

[再掲]貧困.格差対策 ～ 重層的なセーフティネットの構築

○ 就労･生活支援が一体となったワンストップサービス

○ 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

○ 社会保険制度における低所得者対策の強化

･市町村国保･介護保険における低所得者への配慮､高度･長期医療への

対応(セーフティネット機能の強化)､総合合算制度､年金制度における最低

保障機能の強化

○ 第2のセーフティネットの構築

･求職者支援制度の創設､複合的困難を抱える者への伴走型支援(パーソ

ナルサポート､ワンストップサービス等による社会的包摂の推進)

○ 生活保護の見直し

(3)社会保障･税に関わる共通番号制度の早期導入

社会保障.税に関わる番号制度は､主として､真に手を差し伸べるべき人に対

する社会保障を充実させ､効率的かつ適切に提供することを目的に導入を目指

すものである｡その導入により､国民の給付と負担の公正性､明確性を確保す

るとともに､国民の利便性の更なる向上を図ることが可能となるほか､行政の効

率化･スリム化も可能となる｡

その導入に当たっては､制度面とシステム面の両面で十分な個人情報保護策

を講じるとともに､費用と便益を示し､国民の納得と理解を得ていく必要がある｡
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6月には｢社会保障･税番号大綱｣を策定し､今秋以降可能な限り早期に国会へ

の法案提出を目指す｡

1機能強化(充実と重点化･効率化の同時実施)にかかる費用

子ども･子育て､医療･介護等及び年金の各分野ごとの充実項目､重点化･効

率化項目にかかる費用(公費)の推計は別紙2の欄 D及び Eに示すとおりであ

る｡

改革全体を通じて､2015年度において

充実による額 3.8兆円程度

重点化.効率化による客亘 ～▲1.2兆円程度

を-つの目途として､機能強化(充実と重点化･効率化の同時実施)による追加

所要額(公費)は､約2.7兆円程度と見込まれる｡

2015年段階における各分野ごとの追加所要額(公費)は､

Ⅰ 子ども.子育て 0.7兆円程度

(税制抜本改革以外の財源も含めて1兆円超程度の措置を今後検討)

Ⅱ 医療･介護等 -1.6兆円弱程度

(総合合算制度～0.4兆円程度を含む)

Ⅲ 年金 ～0.6兆円程度

再掲:貧困.格差対策 ～1.4兆円程度

(総合合算制度～0.4兆円程度を含む)

と見込まれる｡

2社会保障給付にかかる公費(国･地方)全体の推計

社会保障給付にかかる現行の費用推計については､そのベースとなる統計

が基本的に地方単独事業を含んでおらず､今後､その全体状況の把握を進め､
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地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び費用推計を総合的に整理す

る｡1

1社会保障の安定財源確保の基本的枠組み

(1)消費税収を主たる財源とする社会保障安定財源の確保

民主党｢税と社会保障の抜本改革調査会｣中間整理等､社会保障財源のあり

方に関する累次の報告や関係法律の規定を踏まえ､国民が広く受益する社会保

障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点などから､社会保障給付

に要する公費負担の費用は､消費税収(国･地方)を主要な財源として確保す

る｡

消費税収(国･地方)については､このうち国分が現在予算総則上高齢者三経

費に充当されているが､今後は､高齢者三経費を基本としつつ､｢制度として確

立された年金､医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための

施策に要する費用｣(｢社会保障四経費｣､平成 21年度税制改正法附則 104条)

に充当する分野を拡充する｡社会保障の安定財源確保に向けて､消責税収の規

模とこれらの責用の関係を踏まえ､国･地方合わせた消費税収の充実を図る｡

(2)消費税収の使途の明確化

消責税収(国･地方､現行分の地方消費税を除く)については､全て国民に還

元し､官の肥大化には使わない2こととし､消責税を原則として社会保障の目的

税とすることを法律上､会計上も明確にすることを含め､区分経理を徹底する等､

その使途を明確化する(消費税収の社会保障財源化)0

さらに､将来的には､社会保障給付にかかる公費全体について､消費税収

(国･地方)を主たる財源として安定財源を確保することによって､社会保障制度

2011年度予算ベースでは､社会保障給付に係る国･地方公費は39.4兆円である｡

他方､総務省推計によれば､2011年度で､地方単独事業として社会偶埠に関連する支出は7.7兆円と見込ま

れる｡

有識者検討会串良告において引用されている｢持続可能な社会偶嘩構築とその安定財源確保に向けた中期プ

ログラム｣(平成20年12月24日閣議決定)参照
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の一層の安定･強化につなげていく｡

(3)国.地方を通じた社会保障給付の安定財源の確保

上記(1)及び(2)の改革を進めるに当たり､国民一人一人に包括的な支援を

行うという社会保障の考え方からすれば､地域住民に身近なところでサービスを

設計し､実行する地方自治体の役割は極めて重要であり､地方による分権的な

社会保障は､社会保障の信頬を大きく高める｡現行分の消費税収(国･地方)に

ついてはこれまでの経緯を踏まえ国.地方の配分(地方分については現行分の

地方消費税及び消費税の現行の交付税法定率分)と地方分の基本的枠組みを

変更しないことを前提として､引上げ分の消費税収(国･地方)については(1)の

分野に則った範囲の社会保障給付における国と地方の役割分担に応じた配分

を実現することとし､国とともに社会保障制度を支える地方自治体の社会保障給

付に対する安定財源の確保を図る｡

今般の社会保障改革における安定財源確保の考え方を踏まえつつ､Ⅱ-2

における総合的な整理を行った上で､地方単独事業に関して､必要な安定財源

が確保できるよう､Ⅳ(5)に掲げる地方税制の改革などを行う｡

(4)消費税率の段階的引上げ

上記(1)～(3)を踏まえ､社会保障給付の規模に見合った安定財源の確保に

向け､まずは､2010年代半ばまでに段階的に消費税率(国･地方)を10%まで引

き上げ､当面の社会保障改革にかかる安定財源を確保する(別紙3)0

2社会保障改革の安定財源確保と財政健全化の同時達成

未来への投資である社会保障のコストを､将来世代に先送りすることは許さ

れない｡現在の社会保障給付の財源の多くが赤字公債､すなわち将来世代の

負担で賄われている｡このような状況は､社会保障のあり方としても､危機的と

も言える国.地方の財政状況からもこれ以上放置することはできず､｢現在の世

代が受ける社会保障は現在の世代で負担する｣3との原則に一刻も早く立ち戻る

3 民主党｢税と社会偶時の抜本改革調査会｣中間整理
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必要がある｡

今回の社会保障改革の目指すところは､｢社会保障の機能強化｣と｢機能維持

一制度の持続可能性の確保｣である｡社会保障改革の財源確保と財政健全化は

相反する課題ではなく､両者を同時達成するしか､それぞれの目標を実現する

道はない｡4

このような考え方に立って､社会保障･税一体改革においては､社会保障給付

にかかる安定財源を確保していくことを通じて､財政健全化を同時に実現する｡

具体的には､まずは､2010年代半ばまでに段階的に消費税率(国･地方)を

10%まで引き上げ､国･地方合わせて､上記Ⅱ-1で示す｢機能強化｣にかかる

費用､高齢化の進行等により増大する費用及び基礎年金国庫負担2分の1を実

現するために必要な費用(社会保障国民会議では､この3つの経費を合計して

｢機能強化｣として試算している)､後代に付け回しをしている｢機能維持｣にかか

る費用及び消費税率引上げに伴う社会保障支出等の増加に要する費用を賄うこ

とにより､社会保障の安定財源確保を図る5｡

これらの取組みなどにより､2015年度段階での財政健全化目標6の達成に向

かうことで7､｢社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成｣への一里塚

が築かれる｡

Ⅳ 税制全体の抜本改

税制抜本改革については､社会保障改革の進め方との整合性にも配意しつつ､

平成21年度税制改正法附則104条第3項及び平成22年度･23年度税制改正大

｢社会牌 封ヒだけが追求され槻 bbミ後回しにされるならば､社会槻 IJ度もまた遠からず機能停止

する｡しかし､財政健全化のみを目的とする改革で社会偶噂の質が犠牲になれば､社会の活力を引き出すこと

はできず､財政陸封出ミ日給ナ持続可能な日本そのものが実現しない0｣(有識者検討会報告)

Ⅱ-2における総合的な整理を踏まえた対応に留意するo

｢財政運営戦略｣(平成22年6月22日閣議決定)において､国及び国･地方の基礎的財政収支赤字の対GDP

比を､2015年度までに2010年度の水準から半減し､2020年度までに黒字化させた上で､2021年度以降におい

て､国･地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させることとされているO

財政健全化目標の達戎所要額は､内閣府｢経済財政の中長期試算｣(平成23年1月)を前提としている(年央

に改訂)0
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綱(閣議決定)で示された改革の方向性に沿って､以下の考え方により検討を加え､

個人所得課税､法人課税､消責課税､資産課税にわたる改革を進める｡また､地方

に関わる事項については､地方団体の意見に十分配意して､検討を進めることと

する｡

(1)個人所得課税

雇用形態や就業構造の変化も踏まえながら､格差の是正や所得再分配機能

等の回復のため､各種の所得控除の見直しや税率構造の改革を行う｡給付付き

税額控除については､所得把握のための番号制度等を前提に､関連する社会

保障制度の見直しと併せて検討を進める｡金高垢正券税制について､金融所得課

税の一体化に取り組む｡

(2)法人課税

企業の国際的な競争力の維持･向上､国内への立地の確保.促進､雇用と国

内投資の拡大を図る観点から､国際的な協調や主要国との競争条件等にも留意

しつつ､課税ベースの拡大等と併せ､法人実効税率の引下げを行う｡地域経済

の柱となり､雇用の大半を担っている中小法人に対する軽減税率についても､

中小企業関連の租税特別措置の見直しと併せ､引下げを行う｡

(3)消費課税

消費税(国.地方)については､本成案に則って所要の改正を行う｡いわゆる

逆進性の問題については､消費税率(国･地方)が一定の水準に達し､税･社会

保障全体の再分配を見てもなお対策が必要となった場合には､制度の簡素化や

効率性などの観点から､複数税率よりも給付などによる対応を優先することを基

本に総合的に検討する｡

併せて､消費税制度の信頼性を確保するための一層の課税の適正化を行う

ほか､消費税と個別間接税の関係等の論点について検討する｡ ㌔

エネルギー課税については､地球温暖化対策の観点から､エネルギー起源

co2排出抑制等を図るための税を導入する｡また､地球温暖化対策に係る諸施

策を地域において総合的に進めるため､地方公共団体の財源を確保する仕組

みについて検討する｡車体課税については､地球温暖化対策の観点や国及び

地方の財政の状況も踏まえつつ､簡素化､グリーン化､負担の軽減等を行う方
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向で見直しを検討する｡

(4)資産課税

資産再分配機能を回復し､格差の固定化を防止する観点から､相続税の課税

ベース､税率構造を見直し､負担の適正化を行う｡これと併せ､高齢者が保有す

る資産の現役世代への早期移転を促し､その有効活用を通じた経済社会の活

性化を図るとの観点から､世代を超えた資産格差の固定化にも配慮しつつ､贈

与税を軽減する｡また､事業承継税制について､運用状況等を踏まえ見直しを

検討する｡

(5)地方税制

地域主権改革の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保

の観点から､地方消費税を充実するとともに､地方法人課税のあり方を見直すこ

となどにより､税源の偏在性が小さく､税収が安定的な地方税体系を構築する｡

また､税制を通じて住民自治を確立するため､現行の地方税制度を｢自主的な判

断｣と｢執行の責任｣を拡大する方向で改革する｡

(6)その他

上記の改革のほか､社会保障･税に関わる共通番号制度の導入を含む納税

環境の整備を進めるとともに､国際的租税回避の防止を通じて適切な課税権を

確保しつつ投資交流の促進等を図る等の国際課税に関する取組みや国際連帯

税等について､検討を行う｡

なお､平成22年度･23年度税制改正においては､このような方向性を踏まえ､税

制抜本改革の一環をなす緊要性の高い改革に取り組んできたところであり､現在､

国会において審議が行われている平成 23年度税制改正については､引き続き､

その早期実現を目指す｡
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Ⅴ 社会保障･税一体改革のスケジューノ

社会保障･税一体改革にあたっては､｢国と地方の協議の場｣で真筆に協議を行

い､国･地方を通じた改革の円滑かつ着実な推進を図る｡

社会保障改革については､税制抜本改革の実施と併せ､別紙2に示された工程

表に従い､各分野において遅滞なく順次その実施を図る｡

税制抜本改革については､政府は日本銀行と一体となってデフレ脱却と経済活

性化に向けた取組みを行い､これを通じて経済状況を好転させることを条件として

遅滞なく消費税を含む税制抜本改革を実施するため､平成 21年度税制改正法附

則104条に示された道筋に従って平成 23年度中に必要な法制上の措置を講じる
8
0

上記の｢経済状況の好転｣は､名目･実質成長率など種々の経済指標の数値の

改善状況を確認しつつ､東日本大震災の影響等からの景気回復過程の状況､国

際経済の動向等を見極め､総合的に判断するものとする｡また､税制抜本改革の

実施に当たっては､予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとする｡こ

れらの事項については､政府･与党において参照すべき経済指標､その数値につ

いての考え方を含め十分検討し､上記の法制化の際に必要な措置を具体化する｡

以上のスケジュールに基づき､国会議員定数の削減や､公務員人件費の削減､

特別会計改革や公共調達改革等の不断の行政改革及び予算の組替えの活用等

による徹底的な歳出の無駄の排除に向けた取組みを強めて､国民の理解と協力を

得ながら社会保障と税制の改革を一体的に進める｡

Ⅵ デフレ脱却への取組み､

デフレからの脱却を実現するため､政府として強力かつ総合的な政策努力を最

平成21年度税制改正潮 狽ulO4条第1項･政脚ま､基経牢金の国庫負担割合の二分の一-の引上げのため

の月棟 措置並びに年金､医療及び介護の社会偶樹 寸並びに少子化に対処するための施策に要する費用の

見通しを踏まえつつ､平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転

させることを前提として､遅滞なく､かつ､f鄭断勺に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため､平成二十三

年度までに必要な法制上の措置を静ずるものとするOこの場合において､当該改L勤ま､二千十年代(平成二十

二年から平成三十一年までの期間をいうO)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものと

する｡
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大隈行うとともに､日本銀行に対しては､引き続き､政府と緊密な情報交換･連携を

保ちつつ､適切かつ機動的な金融政策運営により経済を下支えするよう期待する｡

これにより､我が国経済を本格的な成長軌道に乗せていく｡また､社会保障･税一

体改革により､社会保障分野における潜在需要を顕在化し､安心できる社会保障

制度を確立することが､雇用を生み､消費を拡大するという経済成長との好循環を

通じて､成長と物価の安定的上昇に寄与する｡

社会保障は需要･供給両面で経済成長に寄与する機能を有しており､医療や介

護分野での雇用創出や新たな民間サービス創出のための環境整備､ICTなどのテ

クノロジーを活用した社会保障費用の最適化､サービスの質の向上､医療イノベー

ション､ライフイノベーションの推進､ドラッグラグ･デバイスラグの早期解消､先進

医療制度の運用改善､民間企業を含めた多様な事業主体の新規参入促進､｢新し

い公共｣の創造など､利用者･国民の利便の向上と新たな産業分野育成の観点か

らの諸改革を進める｡
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